
補助対象

輸入粗飼料
ただし､次の①と②のうち少ない数量を補助対象とします。
① 令和５年１月から６月の納品数量（kg）
② 令和5年1月1日時点の乳用牛の飼養頭数により、以

下の数式で求めた数量
｛成牛頭数＋（育成牛頭数×1/3）｝×2,738（kg）

なお、補助対象の計算確認は申請窓口が実施します。

補助単価 ２１円／kg以内 ※予算の範囲内で決定します。

補助金
の交付

県内の関東生乳販連会員団体（全国農業協同組合埼玉県
本部または埼玉酪農業協同組合）から交付します。

参加手続

〇 事業の参加には申請が必要です。参加申請書は、
集乳車でお配りします。

※令和６年度以降も営農継続が見込まれる方が対象です。

〇 申込先は所属の関東生乳販連会員団体（全農埼玉県
本部の場合は総合農業協同組合）となります。

〇 参加申請には、以下の書類が必要となりますので、
ご準備ください。
・輸入粗飼料の納品日・種類・数量を確認できる書類
※令和５年１月〜６月までの納品分

問合せ先

〇 事業の全般に関すること
埼玉県農林部畜産安全課畜産振興担当 048ｰ830ｰ4194

〇 参加手続に関すること
全国農業協同組合連合会埼玉県本部 048ｰ583ｰ7111
埼玉酪農業協同組合 048ｰ584ｰ1880

輸入粗飼料購入費の一部を支援します。
〜埼玉県輸入粗飼料高騰緊急支策事業〜
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